
八千代町立安静小学校 不祥事防止に向けた取組

不祥事を起こさない・起こさせない学校づくり

本校では、次のようなコンプライアンス対策のもと服務規律を図ります。

体罰はしません。（体罰・暴言の根絶）
・アンガーマネジメント

・「人権感覚チェックリスト」による振り返り

・複数教員による生徒指導体制

飲酒運転はしません。（飲酒・酒気帯び運転の根絶）
・飲酒を伴う宴席参加の際の飲酒及び交通手段の事前確認

・管理職による帰宅確認

セクハラ行為はしません。（セクハラ・パワハラ・わいせつ行為の根絶）
・風通しのよい職場づくり

・教職員の「報・連・相・確」体制の確立

・盗撮防止の取組（教室等の定期的な整理整頓、スマホ等の教室持込み原則厳禁）

・「人権感覚チェックリスト」による振り返り

・ＳＮＳでの児童及び保護者との私的なやり取り等の原則禁止

遣い込みはしません。（学校徴収金の適正管理）
・「学校徴収金取扱規定」に沿った適正な処理

・複数職員による管理と確認

データ漏洩はしません。（個人情報の盗難・紛失防止）
・「個人情報取扱規定」に沿った適正な管理

・「情報帯出管理簿」による管理（学校長承認による校外での使用の徹底）

スピード超過はしません。（交通事故・交通違反の防止）
・交通ルール遵守の徹底

・時間に余裕をもった出勤（出張）

ネットやＳＮＳは正しく使います。（ネット犯罪の根絶）
・校務パソコンの私的利用禁止（業務外のサイト閲覧、ダウンロードの禁止）

・不審なメールやホームページの閲覧注意

・他者を誹謗中傷する書き込みや個人情報等の掲載禁止

・年間計画に基づき、服務規律等に関する実効性のある研修を推進する。

・各教職員が担当になり、ボトムアップ型の研修を実施する。（「ヒヤリ・ハット」の

活用、事例研修）

・県教育委員会発行「One IBARAKI」や通知等の周知及び共通理解により、服務規律の
徹底を図る。


